
20250401 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 ここみケア 

 

通所介護 

重要事項説明書・利用契約書 

生きがい工房 VarietyRoad 



20250401 

2 
 



20250401 

3 
 

重要事項説明書 

当事業所は、ご利用者に対して指定通所介護（以下「介護サービス」という。）を提供します。事業

所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、次のとおり説明します。 

 

１．事業者概要 

事 業 者 名 称 株式会社ここみケア 

主たる事務所の所在地 
宮城県仙台市青葉区上杉１－８－１９ 

副都心ビル上杉百番館３階 

法 人 種 別 株式会社 

電 話 番 号 ０２２－３９７－８７８３ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２－３５４－０２３６ 

代 表 者 氏 名 代表取締役 兼子 広喜 

設 立 年 月 日 平成１１年１１月２４日 

ホームページアドレス https://www.cocomi.co.jp/ 

 

２．ご利用事業所の概要  

ご利用事業所の名称 生きがい工房 VarietyRoad 

所 在 地 宮城県青葉区南吉成４丁目１－６ 

提供サービスの種類 ① 指定通所介護事業所 

通常の事業の実施地域 

下記の町名を含み、それに囲まれた範囲を送迎の範囲とする。 

下記以外の地域にお住いの方は、その都度ご相談をさせていた

だきます。 

【泉 区】  住吉台、泉中央、八乙女、、 
【太白区】  茂庭台まで 
【青葉区】  台原、北仙台、北四番丁、八幡、錦ケ丘、上愛

子まで 

 

介 護 保 険 指 定 番 号 ０４７５１０５１８５号 

電 話 番 号 ０２２－３０２－６０７１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２２－３０２―６０７２ 

利 用 定 員 ２５名 

管 理 者 氏 名 山田 大 

開 設 年 月 日 令和 6年年１０月１日 

 

３．ご利用事業所の設備概要 

建 物 の 構 造 木造２階建て 

居 室 等 の 種 類 
居間・食堂、台所、脱衣所、風呂場、事務所、多目的トイレ、

相談室、機能訓練室、静養室 

ト イ レ の 数 多目的１か所  トイレ２か所 

電 話 の 数 と 種 類 事務所に 1台 
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４．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

要介護状態又は、要支援状態となった場合においても、その利用者

が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を

営むことができるよう、入浴、排泄、食事、移動等の介護、その他日常

生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の

維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的と

します。 

運 営 方 針 

事業所の介護職員等は、要介護状態等となった場合において

も、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の

心身の機能の維持並びにご利用者の家族等の負担の軽減を図る

ものとします。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の

保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサ

ービスの提供に努めます。 

 

５．従業者の勤務体制 

職     種 人     数 職   務   内   容 

管 理 者 
  名（兼務：    ） 

   （専従：    ） 

事業所を監督し、事業内容を一元

的に総括する 

看 護 職 員 
  名（兼務：    ） 

   （専従：    ） 

健康管理及び保健衛生並びにリハ

ビリテーション 

生 活 相 談 員 
  名（兼務：    ） 

   （専従：    ） 

相談への対応、利用計画及び日課

プログラム調整 

介 護 職 員 
  名（兼務：    ） 

   （専従：    ） 

日常生活の支援、入浴・送迎等の

支援 

機 能 訓 練 指 導 員 
  名（兼務：    ） 

   （専従：    ） 

機能訓練、リハビリテーション及

び生活動作の指導 

 

６．営業日及び営業時間 

営 業 日 祝日を含む月曜日から土曜日 

受 付 時 間 ９：００～１７：００ 

サ ー ビ ス 提 供 時 間 ９：２０～１６：３０ 

 

７．提供するサービスの概要 

食 事 
ご利用者の身体等の状況に合わせた食事を適時適温で提供し、

心身の状況に応じて、必要な食事介助を行います。 

入 浴 
介護計画に沿って実施し、ご利用者の状況に応じて衣服の着

脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な介助を行います。 

排 泄 ご利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自



20250401 

5 
 

立についても適切な援助を行います。 

健 康 チ ェ ッ ク 
血圧測定、体温測定等、身体の状況等の把握に努め、健康維持

管理に最善を尽くします。 

機 能 訓 練 
ご利用者の心身の状況等を踏まえて、機能回復訓練やレクリエ

ーション、日常生活を送る上での必要な訓練等を行います。 

送 迎 
ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

居住実態がある場所に限り、当該場所への送迎も行えます。 

レ ク リ エ ー シ ョ ン 
季節ごとの行事や教養及び機能訓練を兼ねたものを行い、ご利

用者の生活の意欲向上に努めます。 

相 談 及 び 援 助 

生活上の様々なご相談をはじめとして、地域の社会資源や利用

できるサービスのご紹介等についてご相談に応じさせていただ

きます。 

 

８．通所介護計画 

通 所 介 護 計 画 

に つ い て 

介護サービスは、ご利用者一人一人の人格を尊重し、住み慣れ

た地域での生活を継続することができるよう、ご利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、在宅での

暮らしを支援するものです。 

事業所は、ご利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供す

るために、ご利用者と協議のうえで通所介護計画（以下「介護

計画」という）を定め、また、その実施状況を評価します。 

介護計画は書面に記載してご利用者に説明のうえ交付します。 

サ ー ビ ス 提 供 に 

関する記録について 

サービス提供に関する記録は、その完結の日から５年間保管し

ます。 

また、ご利用者又はその家族はその記録の閲覧が可能です。 

 

９．サービスの利用方法 

利 用 申 し 込 み 
担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)へお申し込みくださ

い。介護支援専門員が申し込みの手続きを代行します。 

利 用 契 約 の 終 了 

ご利用者のご都合で介護サービス利用契約を終了する場合、契

約終了希望日の７日前までに事業者に通知することにより解約

することができます。 

利用契約の自動終了 

以下の場合は双方の通知がなくても自動的に契約は終了とみな

します。 

・ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ご利用者がお亡くなりになった場合 

・介護保険給付でサービスを受けているご利用者の要介護認定

区分が、非該当（自立）と認定された場合 
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１０．利用にあたっての留意事項 

被 保 険 者 証 の 提 示 
介護サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してく

ださい。 

サ ー ビ ス 提 供 中 気分が悪くなったときは、速やかに申し出てください。 

食  事 

食事サービスの利用は任意です。 

衛生管理の観点からお手製のお弁当をご持参いただくことは原

則、認めておりません。 

食事のキャンセル等に関しては準備の都合上、前日の１４時ま

でご連絡いただいた場合は、キャンセル料は発生しませんがそ

れ以降の場合には、キャンセル料をいただきます。 

※キャンセル料：食事の提供に要する費用全額 

入  浴 

入浴サービスについては居宅サービス計画書に沿って行いま

す。 

発熱等病状に応じ、入浴を控えて清拭等となる場合がありま

す。 

送  迎 決められた時間に遅れると送迎できない場合があります。 

設 備 、 備 品 の 使 用 

事業所内の設備や備品は、本来の利用法に従ってご利用くださ

い。本来の用法に反した利用により破損等が生じた場合は、弁

償していただく場合があります。 

迷 惑 行 為 等 騒音等他のご利用者等の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

喫 煙 全館禁煙です。 

所 持 品 の 持 ち 込 み 

高価な貴重品や大金はこちらで管理できませんので持ち込みは

お断り致します。 

又、ご利用者同士の貸し借りについても責任を負いかねますの

で禁止とさせていただき発生時の責を負いません。 

宗教活動、政治活動 
事業所内で宗教活動（勧誘等）及び政治活動はご遠慮くださ

い。 

サービス提供の中止 

台風・地震等の自然災害、感染症の拡大、またはこれらに類す

る事由によって介護サービスを提供することが困難な場合に

は、ご利用者の安全を守るために介護サービスの提供を中止す

ることがあります。 

利用契約の解除(サー

ビ ス の 終 了 ) 

ハラスメント等の行為により、健全な信頼関係を築くことが出

来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除すること

もあります 

 

１１．利用料及びその他の費用 

（１）保険給付料金 

保険給付サービス 
介護サービスの利用料は介護報酬告示上の額となり、介護度別

に応じて定められた金額（省令により変更あり）から介護保険
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給付額を除いた金額がご利用者負担額になります。 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合

わせて、ご利用者の負担額を変更します。 

※ 介護保険給付の支給限度額を超える場合、または居宅サービス計画で決められた内

容を超える介護サービスが生じた場合、超過分の料金は全額自己負担となります。 

 

（２）その他の利用料金 

  以下の金額は利用料金の全額がご利用者の負担になります。 

サービス提供時間外費用 

送迎時間をご指定頂いた場合などご家族様の都合により、サ

ービス提供時間よりも早く施設に到着した場合は、サービス

提供開始時間までの間１５分を超える毎に３００円とする。

(１５分未満は無料)また、サービス提供時間後の追加料金に

関する自費料金についても同様とします。 

※ご自宅と施設間の移動時間は費用の対象外とする。 

※宿泊サービスをご利用いただく場合は無料とする。ただ

し、宿泊初日のサービス提供開始前と帰宅日のサービス提供

時間後については上記と同様の費用が発生します。 

お む つ 又 は 

リ ハ ビ リ パ ン ツ 代 
１００円／枚 

パ  ッ  ト  代 ５０円／枚 

食 費 昼食：５００円／食   

サービス提供時間外の食

費 

朝食：５００円／食  夕食：５００円／食 

※その他特別食に関しては別途ご相談させて頂きます。 

複 写 物 の 交 付 １枚につき１２０円 

洗 濯 代 ３００円／回 

キ ャ ン セ ル 料 

朝食分：５００円 

昼食分：５００円 

夕食分：５００円 

※前日１４時以降のキャンセルの場合 

レ ク リ エ ー シ ョ ン 

ク ラ ブ 活 動 

ご利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションや

クラブ活動に参加していただくことができます。 

ご利用いただく場合は事前に文書にて通知し同意を得ます。 

その場合の材料費等は実費です。 

理 美 容 サ ー ビ ス 
事前にご予約いただき、ご要望の時に各々のサービスを実施

しております。 

※ 介護方法の指導は無料とします。 

※ 上記料について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事情がある場合、相当な

額に変更する場合があります。その場合、変更の内容と変更する事由について、事

前にご利用者又は代理人に説明し、同意を得るものとします。 

※ 上記以外の保険に含まれない費用が発生する場合は、あらかじめご利用者および代理
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人に説明と同意を得るものとします。  

 

（３）利用料金の支払い方法 

利用料、その他の費用

の支払い 

利用料及びその他の利用料は、利用月分を翌月中に事業者へお

支払いいただきます。利用料のお支払い方法については原則、

口座振替・自動払込とし、郵便局、銀行等のご指定の口座より

お支払いいただきます。または、払込票、事業者が指定した銀

行口座への振込などご利用いただけます。現金でのお支払いは

基本的にお取り扱いしておりません。利用料のお支払がなされ

ない場合には、介護サービス提供は中断または中止となる場合

があります。 

 

１２．苦情等への対応窓口 

連 絡 先 
電話番号：０２２－３０２－６０７１  

Ｆ Ａ Ｘ：０２２－３０２－６０７２ 

苦 情 受 付 担 当 者 （相談員）高橋 祐二 

苦 情 解 決 責 任 者 （管理者）山田 大 

受 付 時 間 月曜日から金曜日  ９：００～１７：００ 

 

≪その他の苦情及び相談窓口≫ 

 

１  宮城県国民健康保険団体連合会苦情相談窓口     電話 022-222-7700(代表) 

２  青葉区役所 介護保険課 介護保険係         電話 022-225-7211(代表) 

３  宮城野区役所 介護保険課 介護保険係        電話 022-291-2111(代表) 

４  若林区役所 介護保険課 介護保険係         電話 022-282-1111(代表) 

５  太白区役所 介護保険課 介護保険係         電話 022-247-1111(代表) 

６  泉区役所 介護保険課 介護保険係         電話 022-372-3111(代表) 

７  宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係      電話 022-392-2111(代表) 

８  秋保総合支所 保健福祉課 福祉係         電話 022-399-3111(代表) 

９  第三者委員（弁護士）氏名：宮部剛         電話 022-399-6483 

10  宮城県社会福祉協議会「福祉サービス利用に関する運営適正化委員会」 

                         電話 022-716-9674 (代表) 

 

 

 

１３．緊急時の対応方法 

事故発生時やご利用者

の体調悪化時の緊急時

当事業所では、各ご利用者の主治医との連携を基本としつつ、

病状の急変に備えて医療機関との連携を行うなどをし、対応に



20250401 

9 
 

の対 応 方 法 努めます。  

主

治

医 

ご利用者の主治

医 
 

所 在 地  

電 話 番 号  

家

族

等 

緊 急 連 絡 先 の 

ご 家 族 等 
 

住 所  

電 話 番 号  

 

１４．非常災害時の対策 

非常災害時の対応方法 
避難訓練年２回 

協力機関との連携 

平 常 時 の 訓 練 等 年二回の避難訓練 

消 防 計 画 等 防火管理者：山田 大 

防 犯 防 火 設 備 

避 難 設 備 等 の 概 要 
避難誘導灯、自動火災報知器、火災通報装置、消火器、 

 

１５．秘密の保持 

ご利用者及びその家族

に 

関する秘密の保持に 

つ い て 

事業所及び事業所の従業者は、サービス提供をするうえで知り得

たご利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者

に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後

も継続します。 

従 業 者 に 対 す る 

秘密の保持について 

就業規則にて従業者は、介護サービス提供をするうえで知り得た

ご利用者及びその家族に関する秘密を保持する義務を規定してい

ます。また、その職を辞した後にも秘密の保持の義務はありま

す。秘密の保持の義務規定に違反した場合は罰則規定を設けてい

ます。 

個 人 情 報 の 保 護 

に つ い て 

（１）事業者及び介護職員等は、介護サービスを提供する上で知 

り得たご利用者及び関係する方々の個人情報の利用目的は以

下の通りとします。 

➀ 事業者及び従事者が介護サービスのご利用者等に提供する介 

護サービスの目的 

② 介護保険事務の目的 

③ 介護サービスのご利用者に係る事業所等の管理運営業務のう 

  ち 
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 １．利用日・利用開始・停止・中止等の管理の目的 

 ２．介護保険事務以外の会計・経理目的 

 ３．事故等の報告目的 

 ４．ご利用者の介護サービス向上の目的 

④ ご利用者にサービスを提供する他の介護サービス事業者や居

宅介護支援事業所、主治医またはその他医療機関等との連携

（サービス担当者会議等）、照会の目的 

⑤ ご家族等への心身の状況説明の目的 

⑥ 審査支払機関へのレセプトの提出の目的 

⑦ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答の目的 

⑧ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等の目

的 

⑨ 事業所が提供する介護サービス及び付随するサービスや業 

務の維持・改善のための基礎資料の目的 

⑩ 公益的な学術資料の目的 

⑪ 事業所内において行われる学生の実習への協力の目的 

⑫ ご利用者に体調の急変が生じた場合等の主治医及び救急医療

機関への連絡等の目的 

⑬ 郵便局または銀行等の預金より事業者が提供するサービスの

利用料を口座振替等により引落すため郵便局または銀行及び

料金回収代行業者への情報提供の目的 

⑭ 事業者が提供するサービスの紹介の目的 

⑮ その他法令等により事業者が義務付けられている事項 

（２）個人情報の提供は任意でありますが、事業者が実施する通所

介護サービスを提供する上で、必要な情報が受けられない場

合、又は故意に虚偽の情報を告げた場合、サービスが提供で

きないことや介護サービスの停止又は利用契約の解約になる

場合があります。またその情報に起因することにより起こっ

た事故等への損害賠償がなされない場合があります。 

（３）収集した情報は確認することができ、また確認した結果収集

した情報が誤っている場合は、訂正・削除を苦情相談窓口担

当者へ申込むことができます。 

（４）事業者の個人情報に関する管理者は、当該事業所の管理者と

なっております。 

（５）上記に記載した以外に情報を利用又は提供する場合は、事前

にお客様に通知し同意の下に行います。 

（６）事業者及び従事者は介護サービスを提供する上で知り得たお

客様及び関係する方々の個人情報を保護すべく従事者に対し

て適正な教育体制を行い個人情報保護の遵守を行います。ま

たこの守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。 
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１６．高齢者虐待防止対策  

虐待防止の推進 

全職員、高齢者虐待防止法を理解し、身体的虐待や心理的虐待

等をご利用者に与えないことを徹底するため、責任者を配置

（事業所管理者）すると共に、定期的な委員会の開催、虐待防

止及び早期発見対策の知識と技術を習得するための、虐待防止

研修を実施します。 

通 報 の 義 務 

直接的に高齢者の虐待を禁ずることはもちろん、虐待と思

われる事案発生時には、速やかに関係機関と連絡を取り、対応

致します 

研修の開催 年１回 

委 員 会 等 の 開 催 年１回  

委 員 会 担 当 者 管理者 
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以上のとおり、重要事項の説明を受け、内容に同意しましたので記名いたします。 

 

                                年   月   日 

 

利
用
者 

氏 名 

 

代
理
人
兼
連
帯
保
証
人

兼
身
元
引
受
人 

氏 名 

 

事

業

者

・

事

業

所 

事業者所在地 

事 業 者 名 

代 表 者 名 

 

宮城県仙台市青葉区上杉１－８－１９ 

副都心ビル上杉百番館３階 

 

株式会社 ここみケア 

代表取締役 兼子 広喜           ㊞ 

 

事業所所在地 

事 業 所 名 

管 理 者 名 

T E L ・ F A X 

 

 

 

宮城県仙台市青葉区南吉成４丁目１－６ 

生きがい工房 VarietyRoad 

管理者  山田 大 

 

ＴＥＬ：０２２－３０２－６０７１ 

ＦＡＸ：０２２－３０２－６０７２ 

 

 

説 明 者 

氏 名 
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利用契約書 

  

利用者                    （以下「甲」という。）と株式会社ここみケア

（以下「乙」という。）は、甲が乙の施設である 「生きがい工房 VarietyRoad」  （以下「事業

所」という。）より提供する指定通所介護（以下「介護サービス」という。）を受け、それに対する料

金を支払うことにつき、次のとおり契約する（以下「本契約」という。）。 

 

第１条（契約の目的） 

本契約は、乙が甲に対し、介護保険法令の趣旨に従い、甲が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。 

 

第２条（契約期間） 

本契約の契約期間は、契約締結日から甲の要介護認定の有効期間満了日までとする。 

２．契約満了日の７日前までに、甲又は乙から、文書により契約終了の申出がない場合、本契約

は自動更新される。 

３．甲は、契約期間中であれば、介護サービスの追加利用を申し込むことができる。これに対し、

乙は定員超過でない場合もしくは自然災害または感染症拡大等の事由によって利用者らの安

全を図ることが困難な場合など正当な理由がない限りこれを断らない。 

４．甲は、契約期間満了日から次の要介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として本

契約を更新することができる。この場合、契約期間満了日までに更新後の契約期間中の利用

期間を登録するものとする。ただし、他の甲の登録により、すでに定員に達している期間を

含めた利用期間は登録できない。 

 

第３条（身元引受人） 

甲に認知症などの精神疾患により自己判断能力がないと判断される場合には、身元引受人は

すみやかに家庭裁判所に対して、自らまたは第三者が成年後見人として選任されるよう申

立てを行うことを確約する。 

２．身元引受人は、乙と協議し、身上監護に関する決定、甲の身柄の引き取り、残置財産の引き

取り等を行う事に責任を負う。 

 

第４条（利用基準） 

甲が次の各号に適合する場合、介護サービスの利用ができる。 

（１）要介護１以上の被認定者であること 

（２）介護サービスを受けるのに支障がないこと 

（３）自傷若しくは他害行為の恐れがないこと 

（４）常時医療機関において治療する必要がないこと 

（５）本契約に定めることを承認し、別紙「重要事項説明書」に記載する乙の運営方針に賛同

できること 

 

第５条（介護計画） 
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乙は、甲の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画（ケアプラン）」に

沿った甲の通所介護計画（以下「介護計画」という）を作成する。 

２．乙は、甲に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合でも、暫定の

「介護計画」の作成をする。その場合、乙は甲に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等

「居宅サービス計画（ケアプラン）」作成のために必要な支援を行う。 

３．乙は、第１項の「介護計画」作成につき、甲に対してその内容を説明し、また甲または代理

人の同意を得た上で決定するよう努める。 

４．乙は、甲に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合、その他「介護計

画」の変更の必要があると認められた場合には、甲または代理人と協議して、「介護計画」

を変更する。 

５．乙は、「介護計画」を変更した場合には、甲または代理人に対してその内容を記載した書面を

交付する。 

 

第６条（介護サービスの提供場所・内容） 

介護サービスの提供場所は乙の事業所所在地である。 

２．乙は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、甲に対して、介護計画に記載

された内容に基づく日常生活上の支援及び機能訓練等を提供する。 

３．乙は、介護サービス提供にあたり、甲または他の利用者等の生命または身体を保護するため

身体的拘束を行わない。 

４．乙は、介護サービス提供にあたり、甲または他の利用者等の生命または身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない。しかし、その場合も速やかな解除に

努めると共に、理由及び一連の経過を代理人に報告する。 

５．乙は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、甲の利用状

況等の把握に努める。 

６．甲は、介護サービス内容の変更を希望する場合には、乙に申し入れることができる。その場

合、乙は、可能な限り甲の希望に添うようにする。 

７．甲は、重要事項説明書に定める必要なサービス料を支払い、介護保険給付の支給限度額を超

えて介護サービスを受けることができる。 

８．甲は、重要事項説明書に定める必要なサービス料を支払い、次の各号に掲げる介護保険給付

対象外サービスを受けることができる。 

（１）通常の事業実施地域外への送迎 

（２）食費 

（３）日常生活上必要となる生活用品の提供 

（４）レクリエーション、クラブ活動 

（５）複写物の交付 

（６）サービス提供時間外の利用 

（７）その他、甲と乙の合意があったサービス 
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第７条（サービス提供の記録） 

乙は、介護サービス提供記録を作成し、介護サービスの完結の日から５年間保管する。 

２．甲は、月曜～金曜の午前９時から午後５時の間にその事業所にて、同条前項のサービス提供記

録を閲覧・謄写を求めることができる。ただし、謄写に際して、乙は甲に対して、実費相当額

を請求できるものとする。 

 

第８条（医療上の対応） 

乙は、介護サービスの提供にあたって、甲の生命、身体の安全及び財産の確保に努める。 

２．乙は、甲の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員若しくは主治医と連

携し、甲からの聴取・確認の上で介護サービスを実施する。 

３．乙は、介護サービス提供時において、甲に病状の急変等が生じた場合には、家族又は緊急連

絡先へ連絡するとともに速やかに主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じる。 

 

第９条（利用料の支払い） 

甲は、重要事項説明書に定める料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を

控除した差額を乙に支払う。ただし、介護保険法令に基づいて、甲が、保険給付を償還払

い（一旦甲が乙に対し全額を支払い、その後甲が市町村から給付分の払戻を受ける支払方

法）の方法で受ける場合には、乙に対し、利用料の全額を支払う。「重要事項説明書」の記

載が無いものは、別途甲または代理人の同意をとった書面の通り料金を全額支払う。（以下

「重要事項説明書」の記載のある料金と「重要事項説明書」に記載のない別途甲または代

理人の同意をとった料金を「利用料金等」という。） 

２．乙は、甲が乙に支払うべき介護サービスに要した費用について、甲が介護サービス費として

保険者より支給を受ける額の限度において、甲に代わって保険者より支払いを受ける。（以

下「法定代理受領サービス」という。） 

３．乙は、甲又は代理人に対し、原則として介護サービスを受けた翌月２０日までに利用料等の

請求書を送付する。請求書には、請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けた明細書

を添付する。 

４．甲は乙に対し、乙の指定する方法により利用料等の全額を介護サービスを受けた月の翌月末

までに利用料等を全額支払う。 

５．乙は、甲から利用料等の支払いを受けたときは、甲に対し、領収書を発行する。請求書には、

請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けた明細書を添付し提供した介護保険給付対

象のサービスの内容、利用単位、費用等を記載する。 

６．連帯保証人は甲が本契約に基づき乙に対して負う債務の一切について、後記の極度額の範囲

内で連帯保証する。 

 

第１０条（利用料金の変更） 

乙は、甲に対して、３０日前までに文書で通知することにより利用料および食費等の単価の

変更（増額または減額）を申し入れることができる。 

２．甲が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく同意書を作成し、お互いに取り交わす。 

３．甲は、料金の変更を承諾しない場合、乙に対し、文書で通知することにより、この契約を解 

約することができる。 
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第１１条（利用期間中の中止） 

緊急時を除き、甲は、乙に対して介護サービス実施日の前日までに申し出ることにより、利

用を中止又は利用日の変更をすることができる。この場合キャンセル料がかかる場合がある。 

２．乙は、甲の体調が良好でなく介護サービス利用中の生活に支障があると判断した場合、介護

サービス利用中でも介護サービスを中止することができる。 

３．乙は、台風・地震等の自然災害、感染症の拡大、またはこれらに類する事由によって乙の介

護サービスを提供することが困難な場合には、甲に対する介護サービスの提供を中止する

ことができる。 

４．上記各第１から３項の場合の料金は実際の介護サービス提供時間を基準に計算する。 

 

第１２条（事業者及びサービス従業者の義務） 

乙は、介護サービスの提供にあたって、甲の生命、身体の安全及び財産の確保に努める。 

２．乙は、甲の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の看護職員若しくは主治医と連

携し、甲または甲の家族からの聴取・確認の上で介護サービスを実施する。 

３．乙は、介護サービス提供時において、甲に病状の急変等が生じた場合には、家族又は緊急連

絡先へ連絡するとともに速やかに主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じる。 

４．前項の場合、乙は、別紙「重要事項説明書」記載の緊急連絡先に直ちに連絡する。 

 

第１３条（連 携） 

乙は、介護サービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努める。 

２．乙は、介護サービスの提供するにあたり、甲の健康管理を適切に行うため、主治医との密接

な連携に努める。 

３．乙は、介護サービスの終了にあたり、甲又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、

甲に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努める。 

４．乙が本契約を解約または解除する場合は、事前に介護支援専門員に連絡する。 

 

第１４条（守秘義務） 

乙および職員は、介護サービスを提供する上で知り得た甲およびその家族に関する事項を正

当な理由なく第三者に漏洩しない。 

２．前項に定める義務は本契約終了後も存続する。 

３．第１項及び前項にかかわらず、乙は、甲に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関

等に契約者に関する心身等の情報を提供することができる。 

 

第１５条（利用者の施設利用上の注意義務等） 

甲は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用しなければならない。 

２．甲が、故意又は過失により事業所の施設、設備を滅失、破損、汚損若しくは変更した場合に

は、自己の費用により原状に回復し、又は相当の代価を支払わなければならない。 
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３．前２項に定める注意義務につき、甲の心身の状況により特段の配慮が必要な場合には、甲及

びその家族等は、乙との協議により、個別に施設、設備の利用方法につき合意することがで

きる。 

 

第１６条（損害賠償責任） 

乙は、本契約に基づく介護サービスの実施に伴って、乙の責に帰すべき事由により発生し

た事故による甲の損害を賠償する。但し、甲又は甲の家族に故意又は過失等の責に帰すべ

き事由がある場合もしくは甲の体質・体調等の素因に起因する場合には賠償額を減ずるこ

とができる。 

２．乙は、万が一の事故発生に備えて損害賠償責任保険に加入する。 

 

第１７条（事業者の免責） 

乙の責に帰すべき事由がない場合のほか、以下の各号の一に該当する場合にも、乙は損害を

賠償する義務を負わない。 

（１）甲または甲の家族が、契約締結時に甲の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故 

意又は過失によりこれを告げず、又は不実の告知を行い、これに起因して損害が発生し

た場合 

（２）甲または甲の家族が、介護サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に

対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、これに起因して損害が発生した場

合 

（３）甲の体質・体調に専ら起因して損害が発生した場合 

（４）甲が、事業所の指示・依頼に反して行った行為に起因して生命・身体・財産等に損害が

発生した場合 

（５）その他、乙の実施した介護サービス「介護計画」および介護保険給付対象外サービスと

無関係に生命・身体・財産等に損害が発生した場合 

 

第１８条（契約の終了） 

甲は、契約終了希望日の７日前までに乙に通知することにより、本契約を解約することがで

きる。 

２．甲は、以下の各号の一に該当する場合には、本契約を解除することができる。  

（１）乙が正当な理由なく本契約に定める介護サービスを実施しない場合 

（２）乙が故意又は過失により甲の身体・財産・信用等を傷つけ又は著しい不信行為、その他

本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

（３）他の利用者が甲の身体・財産・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れがある場合

において、乙が適切な対応を取らない場合 

３．乙はやむを得ない事情がある場合、甲に対して理由を示した文書で通知することにより、こ

の契約を解約することができる。 

４．次の事由に該当した場合は、乙は甲に対して文書で通知することにより、直ちにこの契約を

解約することができる。 

（１）甲が乙に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく３０日以上遅延し、料金を支払

うよう催告したにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合 
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（２）甲またはその家族が、乙や乙の職員または他の利用者に対して、迷惑行為、ハラスメン

ト行為、非違行為又は背信行為を行った場合 

（３）甲または甲の家族が、本契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、 

故意にこれを告げず又は不実の告知を行った場合 

（４）その他本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

５．次の事由に該当した場合は、本契約は自動的に終了する。   

（１）甲が他の介護施設に入所した場合 

（２）甲の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

（３）甲が死亡した場合 

（４）甲が病院又は診療所に入院し、明らかに３０日以内に退院できる見込みがない場合、又 

は３０日を経過しても退院できないことが明らかになった場合 

（５）甲又は代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがない

とき 

 

第１９条（相談・苦情対応） 

乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、介護サービスに関する甲の要望、苦

情等に対し、迅速に対応する。 

２．乙は、甲が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。 

 

第２０条（協議事項） 

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、乙は介護保険法その他諸法

令の定めるところに従い、甲と誠意をもって協議する。 

 

第２１条（合意管轄） 

本契約に関してやむを得ず訴訟または調停をする場合は、甲及び乙は、甲の住所地を管轄す

る裁判所を第一審管轄裁判所とすることを甲及び乙は予め合意する。 
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以上のとおり、本契約が成立したことを証するために本契約書２通を作成し、ご利用者及び 

事業者は記名の上、各自その１通を保有することとします。 

 

                               年   月   日 

   

ご

利

用

者 

私は、本書面により、事業者から介護サービスについての重要事項の説明を受け

その内容を確認同意した後、本契約書の内容について説明を受け本契約で確認す

る介護サービスおよび付随する各種サービスの利用を申し込みます。 

住 所 
〒   － 

電話番号 －      － 

氏 名 
 

代

理

人

兼

連

帯

保

証

人

兼

身

元

引

受

人 

私は、本書面により、事業者から介護サービスについての重要事項の説明を受け

ました。私は、本人に契約意思を確認し、代理人として署名いたします。また、

本契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務について下記極度額を限度と

して連帯して保証し、身元引受人として本契約に定める責務を履行します。 

ご 利 用 者 と の 関 係  

住 所 
〒   － 

緊 急 時 

連 絡 先 
－      － 

氏 名 
 

携帯番号  

Ｍａｉｌ  

極 度 額 ３００，０００円 

 
 

事 
 

業 
 

者 
 

・ 
 

事 
 

業 
 

所 
介護サービスの提供にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて重要事項を説

明した後、介護サービス事業者としてご利用者の申し込みを受諾し、本契約に定

める介護サービス及び付随するサービスを、誠実に責任を持って行います。 

事 業 者 

所 在 地 

事業者名 

代表者名 

 

宮城県仙台市青葉区上杉１－８－１９ 

副都心ビル上杉百番館３階 

株式会社 ここみケア 

代表取締役 兼子 広喜            ㊞ 

 

事 業 所 

所 在 地 

事業所名 

管理者名 

TEL・FAX 

宮城県仙台市青葉区南吉成４丁目１－６ 

生きがい工房 VarietyRoad 

 

管理者  山田 大 

ＴＥＬ：０２２－３０２－６０７１ 

ＦＡＸ：０２２－３０２－６０７２ 

説 明 者 

氏 名 
 


